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社会科学における「説明」と「理解」

ExplanationandUnderstandingintheSocialSciences

松井情

KXyos〃jMzjszZi

構成とは，結局のところ，説明という目標に論理的定式

化を与える作業に等しい。そして形式的にふれば，個別

的な諸事象についての経験的一般化（被説明項explaL

andum）が，なんらかのより高次の法則的言明と初期的

条件，この両者（説明項explanan）の論理的帰結とし

てあくまで演緯的に推論づけられないかぎり，理論は真

の科学的説明理論とはいえない。

ところが，管見するところ，Ｔ・パーソンズの構造機

能理論に代表される最近の理論社会学者の洞察のなかに

は，そもそも説明とは何であるのかといった経験的認識

の本質的問題を真剣に問い正そうとする姿勢がいっこう

に認められない(2)。その当然の報いとして，われわれの

眼前にあるのは，この説明というロ標にはまったく無能

力なそのくせ名前ばかりが一般理論という，実際のとこ

ろはおびただしい抽象概念の積木細工でしかない。どん

なに力んだところで，概念では説明は不可能である。説

明はどうしても命題という形式でなされねばならないか

らである。要するに，そうした理論は科学手続き上の－

ステップとして不可欠な概念図式とはなりえても，もと

もと理論に備わるべき要件を形式的にも実質的にも欠い

ている以上，社会的事象を科学的に説明するだけの能力

をもちようはずがない。痛烈な皮肉をこめてホマンズは

断定する。「現代社会学理論の大多数は，何かを説明す

るということ以外なら，まずほとんどすべての長所を備

えているらしい｡(3)」

誰しもこのような社会学理論の現状に安閑として無関

心を装うことは許されないであろう。けだし，科学的恩

I腱の原動力は，論理的であると同時に事実に則した経験

的証拠で裏づけられる説明への欲求だからである。本稿

一序論

二社会学的説明の方法論的視座設定

（￣）科学的説明ＶＳ・解釈的理解

（二）方法論的個人主義ＶＳ､方法論的集合主義

三Ｆ・ハイエクの主観的方法

四理解の論理構造とその経験科学的意義

一序論

社会科学の当面する方法論的課題を，絶えず積極的に

直視しようとする努力を怠らなかった社会学者ＧＣホ

マンズは，近年その一連の諸論作(1)の'１１で，繰り返しつ

ぎのように述べている。すなわち，現在自分の位置して

いる理論的立場は，かつてのかれ自身がその一翼を担う

有力な指導者と日されていた，いわゆる社会学的機能主

義の立場からは明確に一線画されるべきものである，と。

周知のように，転じてその後のホマンズは，機能主義

理論の根底に今なお根強く残存していると看倣すその方

法上の非科学性を厳しく告発し続けることになるが，こ

のような方法の基本転換を決意するに至ったかれ自身の

自省的契機とはいったい何であるか。さしあたり，機能

主義の立場に訣別を告げるかれの理由は，以下のようlこ

要約されるであろう。

いっさいの経験科学理論は，科学的たりうるその必要

不可欠なる要件として，何よりもまず「説明」という方
●●

法論上の要請，つまり，客観的に観察された事象がなぜ

現在そのように生起しているのかを因果的に説明できる

ような理論でなければならない。理論とは，別言ずれ
●●●●●

ぼ，何かを説明しうるということの代名詞であり，理論
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（２）ペーソンズをはじめとする機能主義学派の認識姿

勢を，ホマンズは以下のように批判する。「この学

派は，なによりもまず規範の研究，つまり，ある集

団の成員が様々な環境のなかで，どのように(how）

行動すべきなのか，あるいは現にどのように行動し

ているのかに関する言明をその出発点とした。そし

て役割という規範の集合，および役割の集合として

の制度に，ことさら強い関心を寄せた。この学派はか

れらの関心が制度化された行動にあると主張し，社

会の分析単位は行動する個人ではなく役割である

と主張し飽きることがなかった。しかしこの学派は

なぜ（why）現実に役割というものが存在している

のかを問おうとはしなかった｡」「この学派は制度の

原因よりもその結果に，それも一個の全体と考えら

れた社会体系のそれに大きな関心を払ってきた。こ

のような制度の結果が制度の機能なのである。かれ

らはある地位･体系のもつ機能や逆機能を列挙するこ

とに飽きることを知らず，そもそもなぜそうした地
b●■■■●■■■■■●■●●●●■●●●

位体系が存在しているのか，あるいは，なぜそれ力莵
已●●●●●□●･●●●■■●Ｂｄ●●●０●･

そのような機能をもつようになったのかを問い正そ

うとはしなかった｡」ＧＣ、Homans，‘`Bringing

ManBackin,,，pp809-10．（傍点引用者）

（３）Ｇ・CIIomans､SocialBehavior,ｐ、１０．機能主

義に対する同様の指摘はＮ・DemerathandR

Peterson（ed.）System，Change，ａｎｄConflict，
１９６７における第６章への編者序文ｐｐ､375～８など

にも認められる。

（４）心理学的還元主義といっても，ホマソズの場合は

この立場につきまといがちな「人間の孤立的個体

性」「グレート・マン・セオリー」「人間性の全人類

的普遍･性」「社会学的認識対象の喪失」などといっ

た単純な誤解を明確に拒絶している。ＧＯＨＯ‐

mans，“ContemporaryTheoryinSociology,'，

pp970-1，なお，この点については，Ｗ､Buckley，

SociologyandModemSystemsTheory，1967,

ｐＰｌＯ９を参考にせよ｡

（５）科学的説明の原理と方法論的個人主義の結合とし
ての心理学的還元主義は，統一科学運動を推進する

「社会科学的自然主義」の社会科学全般を支配する

一つの統一テーゼとなっている。Ｓ・Morgenbesser，

``IsltaScience/，inD・EmmetandA・Mac-

Intyre（ed.),SociologicalTheoryandPhilosophi‐

ｃａｌAnalysis、1970．ｐｐ、２１．なお，ホマソズのいう

方法論的個人主義は，むしろ方法論的個体主義とい

うべき性格をもっており，Ｍ・ウェーバーやＦ，ハ

イニクのいうその原理とははっきり区別されるべき

ものである。この点については三の註釈（７）をあ

わせて参照して欲しい。

（６）周知のように，「社会的行為を解明的に理解する

（deutendverstehen）ことで，社会的行為の経過お

よび結果を因果的に説明する(ursiichlicherkltiren）

科学」（傍点引用者）というのが，Ｍウェーバーの
下した名高い社会学の定義である。大変大げさない

3０

の目的もまた，かかるホマンズの問題提起を受けとめ，

説明的な理論'構成という現代社会科学の切実な課題性に

立ち向う際，その基本的前提として是非とも論及されて

いなければならない二，三の問題点に対して，概括的で

はあるが多少とも掘り下げた探りを入れようとすること

である。

なお，誤解のないようにあらかじめ付言しておくと，

本稿は，ホーマンズの問題意識自体はそれを諒とし，他の

経験科学同様，社会学の目標に説明という水準を設定す

ることにも原則的に異存はないが，本稿のめざしている

方向はかれの現在的立場をそのまま踏襲するものではな

い。「人間を取り戻せ」BringingManBackinという

方法論的個人主義のテーゼを自己の社会認識の根本とす

る今日のホマンズは，社会学の理論構成に，現代科学哲

学者間の一般的合意とされるいわゆる「科学的説明の原

理｣の形式的規準を徹底化させる方向こそ,不具な社会学

的方法の現状打開に通じる唯一絶対の方策と看倣し，そ

の結果，そうした方向の極端な形である「心理学的還元

主義」の立場を唱導することに走った(4)。もちろん，そ

れはそれなりに首尾一貫した主張であろう(5)。ただ，こ

こではこうしたホマンズの方向を評価する以前の課題と

して，科学哲学の議論を吸収することにだけ専心するあ

まり，かれが論じ残していたか，あるいは不容易にも

見落していたかとさえ思える説明ということの実質的意

味，つまりその意味ではすぐれて社会学的な認識関心の
●●●

もつ有意性に立ち帰った考察の必要性をまず喚気してお

きたし。説明という言葉の字義的問題もあるが，以下象

るように，説明という言葉の内容をホマソズが絶対視し

た科学的説明の原理の枠内にだけ狭く限定づけることを

避け，ひとまず「説明と理解」という二つの立場を対極

的に設置する意図も，かかる配慮からに他ならない。本

稿は，この両者の正当な関係を回復することのなかにあ

りうべき本来の「社会学的説明」の方法的定位が確認さ

れるであろうことを期しているが，ここでの論述は，あ

くまでそのための簡単な覚え書きにすぎない(`〕。

（１）本稿が参照したホマンズの見解はつぎの文献に負

っているcSocialBehavior：ItsElementary

Form,1961.0`ＢｒｉｎｇｉｎｇＭａｎＢａｃｋｉｎ，,American

SociologicalReviewPec・’1964．“Contemporary

TheoryinSociologyo,'ｉｎＥＦａｒｉｓ,（ed.)，Hand‐

bookofModernSociology，1964．TheNature

ofSocialScience，1967．‘`TheRelevanceof

PsychologytotheExplanationofSocialPheno-

mena,，,ＩｎＲ・ＢｏｒｇｅｒａｎｄＦ・Ｃ１ｏＢｆｉ（ed.)，Ｅｘ‐

ｐｌａｎationintheBehavioralSciences，1971.
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方をするようだが，この定義一つをとっても筆者に

は，「同時代の思想家たちのうち，実証主義と観念

論との間の分裂に架橋することのできたただ一人の

思想家」（S・ヒューズ）といわれるウェーバーの面

目は躍如としているように思われる。ここでウェー

バーの理解社会学の論理櫛造（たとえ|エ理念型．意

味連関，客観的可能性判断など）を論じることは断

念せざるをえないが，本欄は，現代の社会科学の哲

学者の見解を批判的に吟味することで、ウェーバー

の方法論的状況をその周辺部から煮つめてゆこうと

する作業の一環でもある。

｢説明」と「理解」３１

究されてきた。ただ，論述上の興味に従って，その相違

の実質性を際立たせるために，ここではヤスペースのつ

ぎの言明にまず着目しておこう。「不明瞭さを避けるた

めに，我々は『理解（了解)」という言葉を，心的なも

のを内からつかむ見方についていつも使うことにする。

外からだけ見られる客観１１り因果連閼を知ることは。理解

といわず，これを『説明」というのである｡(3)」

社会科学における説明の立場，あるいはより現代的に

特定化して科学的説明の原理とは，いうまでもなく，近

代物理自然科学的方法の確立を背景とするイギリス経験

論哲学から今日の分析哲学や科学哲学にいたる，いわゆ

る自然主義の系譜に固有なものである(4)。人間を自然と

同様の認識対象と考え，人間行動の諸側面を自然科学と

同一の方法をもって研究しようとする自然主義的社会科

学一行動主義はその端的な表明である－は，客観的

な，つまり統制可能な感覚上の観察によって発見され，

実験的操作をへて実証的に測定可能となるような人間行

動の規則性を原因-結果の連鎖へと系列化し，最終的に

は社会現象一般に妥当する因果法則的知識の定立をその

目標Iこ据える。こうした客観主義の原則は，さらにその

一つの有力な思考方向としてつぎのような分析主義的信

奉，つまり，観察者に一個の全体と知覚される対象の

本質的解明は，そうした全体をより要素的諸部分へと分

解，単純化する個体化の論理を貫徹することで達成され

るという認識の規制を働かせてきた。したがって，こう

したいわば機械論的な実体観や法則観に基づく客観的説

明の立場を一口でいえば，それは外的に明白な人間行動

の継起を見たままに記述し，それをその臘成要素に分解

することで説明しようとする立場である。

ところで，自然科学と社会科学は方法論上異質なもの

として|峻別すべき別個の領域なのか，それともその間に

は基本的連続性が認められるのか，といった伝統的提題

に対し，科学的説明の原理の普遍性を説くこの立場は，

今日もはや常識ともいえる科学哲学者の見解を踏襲し

て，まず認識活動の領域を，仮説や理論の着想に関する

「発見の文脈」contextofdiscovery，Entdeckungs‐

zusammenhangとそれらの受容や拒否に関する「正当

化の文脈」contextofjustification，Rechtfertigungs‐

zusammenhang，この二つに区別することを強調す

る｡(`）真の方法論的議論，つまり科学的方法の妥当性が

究極の意味で|川題とされるのは，あくまでこの後者の文

脈においてである。すなわち,｢社会科学が方法論的に他

の諸科学から区別されるかどうかということは，妥当化

ないし正当化の文脈とよばれる哲学的関心の領域にはい

二社会学的説明の方法論的視座設定

さて，社会科学の方法を論じる際，従来から絶えずつ

きまとってきた二級の方法論的対立を。下図のような座

標軸において設定し，社会学的説明の方法的定位を確認

するための準拠枠とする。見るように，ここに四つの定

位が類型化されることになるが(1),(a),（b),（c),(d）の各

名称はそれらの極端な傾向を示すために一応便宜的に用

いられたものである。まず，二組の論争主題の背景をそ

れぞれごく大雑把に素述し，後述する問題の輪郭を多少

煮つめておくこととする。

科学的説明･原理

（客観主義）

(b） 実証主義

方法論的

集合主銭

方
個

「
凸

f１１発利:縄(c）

（主観主義）

解釈的理解の公準

(－）科学的説明ｖｓ,解釈的理解Erkliirenvs・Ver‐

stehen，scientificexplanationvs・interpretive

understanding

この二つの知識の基本的対立は，一般的にいえば，

｢因果性(継起の規則性に基づく因果法則の確定）と理解

(客観的に与えられた理解可能性の把握)との違い(2)」と

いう点に求められるが，今日の英米流の方法論研究で

は，主として，社会的因果を設定する場合，人間行為の

動機という範晴に基づいた帰属化の論理が，はたして論

理上の妥当性を有しうるのか否かをめぐる問題として論
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る主張である(7)」とされるように，さきの提題もかれら

においては，あくまで仮説や理論を受容したり拒否し

たりする際の論理的根拠に関する問題としてだけ扱かわ

れ,そしてまさしくこうした限定において,かれらは科学

的説明の原理が要求するその論理的妥当化の規準が経験

科学全般に等しく適用されることを確信するのである。

なお，ここでの関心に引き寄せてみると，かかる見解

には，説明が「検証」とか「予測」という範蟠と同じく

この正当化の文脈に属する問題とされる一方，理解は，

｢人間行動に関する推断conjectureとか仮説の妥当性を

確証しうるような規準をなんら倣えていない(7)」といわ

れるように，それは「発見」や「観察」といった範畷と

同様に，個点の経験科学の問題領域にゆだねられるべき

範囑，つまり発見の文脈仁の承属する問題である，とい

う境界設定が前提とされている。この意味において，理

解という方法は社会科学者の実質的な関心の領域におい

て論じられることはあっても，科学的方法の妥当化の規

準が真の意味で問題とされる正当化の文脈では１１１]われる

価値がない方法と断定されてしまう。

ともあれ，このような科学的説明の立場は，さきの分

析主義と相俟って，究極的に，社会諸科学の物理還元主

義への方向を唱えることにもなりかねないが，かかる還

元主義的方向の是非を不I1Uにすれば，一応こうした説明

の立場の今日的完成は，Ｃ・ヘンペル，Ｅ，ネイゲル，Ｋ

ポパー等が定式化した「演繰的-法則的モデル」もしく

は「カバー法則モデル」がその代表的なものであろう。

他方，ドイツ観念論的哲学にその発想の母胎を遡り，

その後，精神科学や新カント派の哲学をへて方法的に確

立される理解(8)の立場とは,「自然と人間」という二元論

的認識の系譜に固有なものである。たとえば，良く知ら

れているように，「自然を説明し人間を理解する」とい

う原理的区分をふまえて，ディルタイの精神科学的方法

は，生の表'１１としての体験を生の表現としてとらえなお

し，それを理解するという，生の相互連関のなかに成立

する。すなわち，定義的にいえば，自然科学の因果法則

的説明の立場とは反対に,理解とは,「人間の存在とその

作品が，因果的合法則性の定立なしに理解可能である限

りに鐙いて,これらについて我々がもつところの認識(9)」

なのであり，その方法的特徴は，認識者が心的な対象の

なかに感傭移入，追体験することにより，心的なものが

心的なものから発現するその形式を主観の働きを介して

いわば発生的にとらえようとする点にある。

したがって，こうした理解の社会科学的有効性を容認

する者は，原則上つぎのような論拠に訴えて，容観的な

科学的説明の原理をそのまま社会科学の領域にまで適用

しようとする傾向を斥ける。すなわち，有意味的人間行

為の世界として生起する社会的事象を研究する場合，感

覚上の客観的観察ではそうした行為の動機づけ要因が無

視されてしまう以上，社会科学者は想像を鋤らかせ，自

分自身を行為主体と一体化させることによって，研究

すべき状況を行為者が眺めると同じように考察しなけれ

ばならない，と。つまり，社会科学者は，行為者とその

心的状態をできる限り共有することによって，その外面

的行動の背後にある行為者の主観的に意図した意味の理

解に努めるべきなのであり，また，そうした他者認識の

形態は，それが観察者の自己省察self-examinationを

不可欠とする知識であるがゆえに主観的知識であるとい

うのである。

かかる論拠に基づいて，この理解の立場は，社会科学

独自の他に還元されえない自律的方法概念としての理解

を，しばしば，分析的な説明に対抗するその綜合的な推

論過程の適正さを強調しつつ宣言する。なお，解釈的理

解なしし主観的解釈の公準とは，盗意的な直観的理解と

は明確に区別される，つねに推論という過程を前提とし

た合理主義的方法を意味し，そのもっとも精級化された

集大成は，Ｍ，ウェーバーの理解社会学の方法である。

ところで，Ｍ、ナタンソソの言葉を借りて，社会的行

為を解釈するにあたって行為者の意識の指向性やその主

観的意味を重視する立場を，かりに現象学主義pheno‐

menologismとよぶことが許されるならば，この立場の

説U]の原理に対する反論は，つぎのように一括されるで

あろう。すなわち，人間生活の公的な客観的に観察可能

な諸特徴を理論化する可能性それ自体は拒絶しないまで

も，もし社会科学がそのことのみに終始し，社会関係の

なかで日常生活を営む人間がそこにおいてなぜ間主観的

に経験し合っているのかという事実，つまり，そうした

人間相互の間主観的理解がなぜ現に成立するのかを解明

できないとすれば，その種の社会科学は社会的現実の重

要な部分を捨象してしまうことにならないか('0)，と。

行動主義の形態がかりに理想的なまでに洗練されたに

しても，それは被観察者の行動をたんに説明するだけ

で，観察する当の行動主義者自身の行動は説明しえな

い('1〕という論拠，あるいは，こうした人間相互の間主

観的理解は一方が他方の外面的行動をどれほど観察した

ところでけっして成立するものではないという論拠

に立って，ウェーバーのいう理解の公準を日常生活での

常識1(1勺,'１２１､考commonse]lsethinkingilleverydaylife

というレベルにまでひきおろし，そうした経験に基づく
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形式experientialformとしての理解が,社会科学的概

念構成の基盤として果しうるその適正さを擁護するの

がＡ・シュッッ等の主張である('2)。

以上，ここでは説明と理解という両者の相違を際立た

せておくだけに止め，残された問題については後ほども

う一度立ち帰って検討することにしよう。

3３

現象も，究極的には主として匿名的諸個人anonymous

individualsの典型的な行為，態度，［I的性向などだ

けを擁する一般法則の樹立によって説明されるし，また

そうでなければ，社会現象の説明は満足のゆく説明とは

ならない('の，と主張するのである。

これとは反対に，方法論的集合主義二者の認識の前提

は，諸個人の行為の結果所産としての社会の事実は，も

はや諸個人の凪性や行為など，社会のIMi成要素の組合わ

せや合成からは説明しえないような，いわば社会的全体

独自の性質や運動の法則性を表出している，といった認

識である。つまりたとえ社会現象がすべから〈個人的

行為の所産であるにせよ,いったん表出した社会の事実，

とくにilill度的な諸事実は，個人に関する諸言明からは演

繰できないような創発的性質(１１〕）emergentproperties

をもっているというのである。もちろんそうはいって

も，現代の集合主義者はかような創発性のテーゼをその

まま実体化して主張するわけではない。それは，あくま

で方法論上の一つの規制にすぎない｡?)。

さきの方法論的個人主義者の説明様式を批判して。か

れらはつぎのように反論する。すなわち，適切な社会科

学の説U]とは，すべてではないにせよやはりなんらかの

形で,集合的川語やその言明を必,要とするのであり,それ

らは個人に関する用語や言明に対して巨視的であるの承

ならず,後者からは分析,定義されつくされえないという

意味で全体的なのである，と。だからこそ，巨視的社会

現象の説明はもちろん，個々の人間行為を説明する場合

にも,全面的ではないにせよ,やはりどうしても集合的用

語を用いざるをえない，とこう主張しているのである。

以上のiiiiliな素描からも容易に看取されるように，こ

の論争の主Mnは，「社会現象一般は(1,11人のレベルで説明

すべきなのか，それとも社会のレベルで説明すべきなの

か」といった社会科学史上の伝統的対立('8)を,戦後の方

法論研究者がより精繊な形で再提起したものに他ならな

い。また，ここでの叙述があたかも（－）で述べた科学

的説明の立場を前提とした対立であるかのように記され

ているのは，この論争への参加者が主に科学哲学者であ

ったという理''1にすぎないのであって，この種の対立は

理解という立場の容認者の間にも，その理解という方法

の下位形態を検討してふれば，そこに当然認定されるは

ずの対立である。

なお，ここであらかじめ結論めし､たことを指摘してお

くと，方法論的個人主義の原理はその後の論争経過のな

かで，当初の心理学主義的ないしは個人還元主義的な色

合いをうすめ，たとえば「制度的個人主義」とか「状況

(二）方法論的個人主義ｖｓ､方法論的集合主義method‐

ologicalindividualismvs，methodologicalcol‐

lectivism、

この二つの方法原理間の論争主題は，それを哲学的に

つきつめれば，最終的には社会科学者が使用する社会集

合体的用語の存在論的定義づけをめぐるlHI題にまで波及

する。ここでは哲学｣この高踏的議論を紹介することは差

し控えざるをえないが,一応,社会科学者の川いている用

語を多少論理学的に検討してふると，通常それはつぎの

二種類に大別されよう。まず一つには，もっぱら個体的

人間individualhumanbeingsやそうした個人の属性，

目的，行為，態度などだけを指示している個別的用語

individualterms,二つには，諸々の個人から成る社会

集団，およびそうした集団を一団として特徴づけている

その属性，組織的秩序，運動形態などを指示している集

合的用語collectivetelms，この二つである。論争の核

心Ｉ土，多くの集合的用語の外延とは何であるのか，そう

した集合的用語感個別的用語によって再定義可能である

のかどうか，そしてさら医，集合的用語を用いて定式化

された社会現象ばどのように説明されるべきなのか，こ

うした諸問題をめぐって惹起する０３)。

方法論的個人主荻者の出発は，まず社会認識における
●■●

全体性概念の論理的誤謬を主張し，分IilT的にも綜合的に
●●

も，社会のlMi成諸部分としての個人の認識上の優位を容

認することにある。こうした主張は，結局のところ，認

識主観のほかに実在するのは人間という個体とその外面

的運動経過であり，様々な人間に共有されている普遍的

概念もたんなる共通の用語，記号にすぎないと断定する

哲学的唯名論あるいはまた,いっさいの歴史社会現象は

人間行為の結果所産であると主張する自明な存在論的個

人主義，こうしたjl地の方法論的帰結に他ならない(L')。

ところで。さきの'111題に対するかれらの考え方はこう

である。すなわち。現在集合的用語によって記述されて

いるところの社会の事実societalfactsは，いずれ個別

的用語だけを用いて意味的にあますところなく分析さ

れ，その外延的細目を再定義することが可能となる．

と。かかる信念に基づき，個人主義者は，巨視的な社会
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的個人主義」といった妥協的な名称変更からも察せられ

るように，しだいに方法論的集合主義の方向に傾斜する

姿勢を強め,その内実もまたすこぶる折衷主義化してき

ている('9)。このことは,「社会は諸個人から成立する」と

いった素朴な存狂論的テーゼがすぐさま「社会現象は個

人主義的に説明すべきである」という方法論的要請を必

然化させるものではないということばかりでなく，先述

の文脈仁則していえば，集合的用語の外延的細目を個別

的用語の側から残らず列挙，確定することが目下の知識

水準では原理的に不可能であると主張する方法論的集合

主義者の見解の妥当性を一応裏書きするものと解して良

いであろう。したがって，なるほどこの種の論争は哲学

的な概念的論議によってはけっして決着のつくしのでは

なく，あくまで今後の経験的研究の進展をまたざるをえ

ない問題であるにせよ(20)，一応われわれは，今日の時

点において，方法論的個人主義の主張をそのまま額面通

りに受け入れることはできなしのであり，ことに還元主

義的説明という方向に結びついたその原理は，むしろそ

れを否定的に評価せざるをえないのである。

さて，ここでは，以上の二つの論争的対立から類型化

される四種の社会学的説明の諸特質をそれぞれ詳細に考

察するだけの余裕がないので，これまでの諸論点を考慮

しながらも，一応以下での議論を先の図の(B)と（C)の

局面に限定し，さしあたり（C)の立場を極端な形で代弁

するＥハイニクの所論を検討することにする。かれ自

身は理解という言葉をほとんど用いていないのである

が，科学的説明の原理を容認する自然主義者の理解とい

う方法に対する批判は，大きな意味でハイエクのいう主

観的方法に向けられていると見てもあながち間違いでは

ないから，後述の論点をさらに具体化させる材料として

も好都合なものであろう。

Ⅲ．経験主義者の科学観(B)を反分析主義的な全体

論や歴史主義の教義(D)に結びつけた方法論。ここ

で意図される社会探求の基本は，客観的，科学的で

ありうるし，またそうでなければならないとされる

が，社会や歴史の法則性は物理学や心理学の諸法則

とは異質な，それ独自の性質を具有する，と主張す

る。マルクス主義やプラグマティズム。強いていえ

ば本図の(A)がこの立場に該当する。また社会学的

機能主義の発想もここに位置づけられるであろう。

Ⅳ．この立場によると，社会科学はある意味で個人

の心理学への還元主義的傾向をもつが，心理学はも

はやそれ以上に還元されないと主張される。この

立場は，有機体論などに固有な全体性概念に対決す

るが，他方ではいわゆる統一科学運動をも拒絶し，

歴史主義者のごとく社会科学に適切な方法としての

主観的理解ないし内観法を進んで容認しようとす

る。本図(C)の立場がこれであり，後述のＦ・ハイ

エクの力法論がその今日的代表である｡また，Ｍ・

ウェーバーの理解社会学も原則的にはこの立場に該

当するものと思われる。MayBroadbeck，“Ｏnthe

PhilosophyofSocialSciences,，，Philosophyof

Science，vol、２１，１９５４，ｐｐｌ４０－Ｌ

（２）RaymondAron,IntroductionAlaPhilosophie

del,Histoire，1938,ｐＰ４９邦訳，レイモン・アー

ン「歴史哲学入門」５９頁．

（３）KarlJaspers，A11gemeinePsychopathologie，

1948,ss､24邦訳,ｶｰﾙ･ﾔｽﾍﾟﾙｽﾊﾟ精神病理
学総論」上巻，４１頁．

（４）Ｊ､Ｓミルの古典的定式化からＥ・マツへの感覚的
記述主義，Ｈ、ポアンカレのコソヴェンンョナリズ

ム，Ｐ､プリッジマソの操作主義などをへて今日のポ

パー，ブレイスウェイト，ヘンペルなどの見解にい

たる科学的説明の原理の哲学的系譜およびその変遷

を手際よく紹介している文献として，ここではさし

あたり，Ｊ､Ｊ､Kockelman，TheWorldinScience

andPhilosophy，1969,ｐ・’03-123をあげておく。

（５）Ｈライヘンパッハの命名になるこの二つの文脈

の区別については，Ｒ・Rudner，Philosophyof

SocialScience,1966,ｐ、５～７，邦訳，リチャード，
ラドナー「社会科学の哲学」６－８頁を参照した厨

（６）ｉbid.ｐ,５，邦訳７－８頁．

（７）ErnestNageL“OntheMethodofVerstehen

astheSoleMethodofPhilosophy,，，ｉｎＭ．Ｎａ、

tanson（ed.),PhilosophyoftheSocialSciences：

Ａ・Reader，1963,ｐ２６３．

（８）Verstehen（understanding,comprehension）と

いう譜は，厳密な意味では，Wissen（knowing

acquaintance）という語に対立する意味合いを含ん

でいる。なお本稿は，Verstehenという概念を，説

明や解釈や記述といったものと同一レベルにある方

法論上の方策として考えることから出発しており，

その意味で，「理解understandingは方法という

より，すべての方法が目指す目標である」と主張す

るＧ・ランドパークなどの考え方とは異なっている。

（１）科学哲学者のＭ・ブロドベクは現代社会科学の方

法論的系譜を以下の四類型に区別して考えている。

彼女の定式化は本稿の視座設定と大筋において重

なっているので，補足の意味を兼ねてその四類型を

多少敷桁しながら紹介しておきたい。１．社会科学

と物理自然科学の方法論上の連続性を主張するガ

リレオ・ニュートン的伝統の自覚的継承者の方法

論。すなわち，ＪＳ，ミルから今日の論理実証主義に

いたる客観主義，機械的因果論，社会科学的自然主

義，物理的還元主義などの系譜。本図(B)の立場が

これである。Ⅱ１９世紀初頭のロマン主義の絶大な

感化をうけて生じた精神科学や生の哲学などの観念

論的伝統。目的論的な理解（了解）という発想を共

有する歴史主義，有機体論者，全体論者，創発主義

者などの方法論。本図（D）の立場がこれである。
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Ｇ・Lundberg，FoundationsofSociology，1939,

ｐ､５１，なおVerstehenに類する社会学者の方法と

しては．Ｃ、クーリーの“ｓｔａｔｅｏｆｍｉｎｄの共有,，，

ズナニエッキーの「代理体験」vicariousexperi‐

ence，ソローキンの「論理-意味的方法」logico・

meaningfulmethod，マッキーバーの「想像的再

構成」imaginativereconstructionなどが想起さ

れてよい。

（９）RaymondAron，ｏｐ、Cit.，ｐ､５１邦訳，６１頁．

(10）AIfredSchutz,“ConceptandTheoryForma‐

ｔｉｏｎｉｎｔｈｅＳｏｃｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ,”ｉｎＭ．Natanson，

（ed.),ｏｐ､Cit.,ｐｐ､231-249．

(11）ｉbid.ｐ､237．

(12）「統制可能な感覚上の観察によって人間行動を記

述したり説明しようとする公iWipostulateは，たと

えばつぎのような二人の科学者間の相互過程，つま

り，科学者Ａの発見した観察事実findingsを科

学者Ｂが統制・検証しようとする場合に生じる，

その'川の経過を記述・説明しつくすにはいまだ不‐|・

分なのであるｃそのことを全うするためには、Ｂは

Ａが何を観察したのか，Ａの探究目標は何なのか，

Ａの観察した事実はなぜ観察されるだけの価値があ

ったのかすなわち，なぜＡの当面の科学的問題

に有意性relevanceをもっていたのか，等Arをあら

かじめ見極めている必要が生じるっ通常，かかる知

識を理解と呼ぶのであり，こうした人間問相互の理

解がどのようにして成立しているのかを税明するこ

とは，明らかに社会科学者に残されている課題なの

である｡」ｉbid，ｐｐ、236-237．

(13）ここでの論点の整理は，Ｅ・Nagel，TheStruc‐
tureofScience，1961.ｐ､535-6．邦訳「科学の搬

造」第三巻，１８４－５頁に負っている弓

(14）戦後のこの原理のポレミークであるＪＷ.Ｎ､ウォ

トキンスは,説明原理としての方法論的個人主義を，

「ある専門領域をもつ説明理論が自己の諸前提の内

容のなかに満足させておくべき実質的要件の確立を

めざすもの」と規定し，説明上の形式的要件とば区

別されるこうした実質的要件性を，かれば「規制

原理」regulativeprincipleとも呼んでいる「』．

Ｗ､Ｎ・Watkins，“HistoricalExplanationinthe

SocialSciences,''ｉｎＰ,Gardiner,（ed.),Theories

ofHistory，1959,ｐ504．

(15）「大規模な社会現象（たとえば，インフレーショ

ン）を他の大規模現象(たとえば，完全雇用)の見地

から説明するような未完成ないし中途な説明half‐

wayexplanationがなされている。しかし，そう

した現象を生起させた原因を個人の性向，信念，資

質，相互関係などに関する諸言明から演鐸できない

うちはその現象の徹底した説明rock-bottomex‐

planationを行なったことにはならない。……ち.ｋ

うど物理学の領域で機械論が有機体論者の考え方と

対立するように，方法論的個人主義もまた社会学|]，

全体論と対照をなすものである。……もし，方法論

的個人主義の主張が，人間だけが歴史における唯一

｢説明」と「理解」 3５

の動的主体であるということを意味し，社会学的全

体論の主張が．なんらかの超人間的主体や要因がそ

こに'''三用しているということを意味するとすれば，

この二つの立場は互に排他的である。（ibid.,ｐ､505）

一口で言えIＸ，この原理の中心的主張は「社会諸過

寝ば，そこに参与する諸個人の行動を支配している

諦原則およびそうした諸個人の周'111の状況の分析，

この両者から演鐸されることから説明されるべきで

ある｡」という点に求められるであろう。』.Ｗ・刃、

Watkins，‘`ThePrincipleofMethodologicalln‐

dividua]ism､,，BritishJournalforthePhilosophy

ofScience，ＶＯＬ３，１９５２，ｐ、186．

(16）一般に，：611発性という発想の基点は，「組織の低

いレベルからは予測，説明できない結果としての高

いレベルの鮒性質の１１１現」という考え方に基づく。

かかる創発性の全般的議論およびその論理的限界に

ついては，Ｅ、Nagel，TheStructureofScience，

pp366-380，邦訳，第二巻，275-292頁を参照せよ。

また，その経験的分析上の問題･性については，Ｊ､０．

Wisdom，MSituationalIndividualismandthe

EmergentGroup-Properties,，，ｉｎＲ・Ｂｏｒｇｅｒａｎｄ

Ｆ・CloHfi（ed.)，ｏｐ・Cit.,ｐｐ､271-296を参照せよ。

(17）現代の方法論的集合主義者ないし全体論者は,「社

会は個人の総和以上のものである」といった類の形

而上学的テーゼをはっきりと拒絶し，自ら存在論的

個人主義者であることを進んで容認している｡Ｗ・H

Dl-ay，“IIolismandlndividualisminHistory

andSocialScience,，，TheEncyclopediaofPhil‐

osophy，vol．`１，ｐｐ、５５を参照せよ。

(18）改めるまでもなく，この種の論争は，社会科学方

法論史上の到る処で，さまざまな形で繰り返されて

きた。かつてのドイツ国民経済学における歴史主義

派と抽象的理論学派の論争，社会学史の領域ではデ

ュルケムの社会学主義とタルドの社会心理学主義と

の記念碑的論争，近年では，巨視的な社会体系論

い－ソンズ学派）に対するホマソズやＰ､プラウの

社会的交換理論との対立，さらに人類学に目を転ず

れｌＸＡ，クローバーの‘`superorganic”，に端を

発する文化の概念規定をめぐる論争史におけるマ

ードック，厘一ウィー，ホヮイトなどの見解とサピ

ア，ゴールデンワイザー，ビドネィなどの見解との

対立，あるいは呪術信仰の説明をめぐる近年のＭ・

グラヅクマンとＪ、ケネディの論争，これらはその

もっとも端的なものであろう。

(19）かような方法論的個人主義の変貌は，Ｊ・ウォトキ

ンスの「社会li1l･学者は社会現象の説明に関し，そ

れを心理学的タームに通元するまで追求し続けるこ

とが可能である」（１．Ｗ.Ｎ・Watkins,“IdealTypes

andHistoricalExplation,,，BritishJournalfor

thePhilosophyofSciel1ce,ｖｏｌ3,1952,ｐｐ､28-9）

という言質が，その直後に「方法論的個人主義は規

準ｒｕｌｅというよりも一つの目標aspirationであ

る」（１Ｗ.Ｎ、Watkins，“ThePrincipleofMe‐

thcdologicallndividualism,”ｏｐ,Cit．ｐ、187）と
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まず，自然科学と対比させて，かれはつぎのように社

会科学の対象領域を限定する!すなわち，その領域と

は，物理的タームにおいて定義されるような客観的所与

の事実として観察できる領域ではなく，「行為者が自己

の行為対象をそれが何であるのかと意識的に想定する限

りにおいてのみ成立する｡(1)」たとえ物理的対象である

場合でも，社会科学者の定義は，こうした行為者の意識

的な精神的態度という観点を不可欠な要件とするのであ

り，またその意味で社会科学の事実とは，行為者がその

行為対象に付与する意見opinionや信念beliefに他な

らない。「社会科学のデータや事実は個人の観念ないし

概念である｡(2)」「我々のいう社会とは，いわば人間の想

定した諸食の観念や概念の構成物であり，社会現象と

は，それが人間の精神の反映物と考えることではじめて

認識されるし，また意味をもつのである｡(3)」

方法としての主観主義嘘，とりもなおさず，こうした

精神的な対象の規定という前提から由来するその当然の

帰結なのであり(4)，その成立根拠は，人間が意識的に行

為する場合，観察者はかれらの行なう外的刺激の弁別や

状況の認知を自己の経験に照らして主観的に把握できる

という確約に他ならない。ハイエク自身は明言していな

いのだが，かかる主張は一時代前の心理学を風際した内

観法introspection,つまり主観的経験に基づく直接観察

法とさして大差ない。すなわち，社会科学の対象領域を

人間の精神の反映物にだけ極力制限することで，もちろ

ん人間の精神そのものを観察できないにせよ，我々が一

般的に共通する精神作用のメカニズムや感覚与件を具有

しているという，まさにこの理山から，行為者の言動や

挙動の意味を，観察者は自己の主観的経験に照らして理

解できるとするのである。

ところで，このような主観主義的方法は，それがとも

するとたんなる盗意的直観主義へ堕するような危険性を

はらんだものである。この点について，ハイエクはつぎ

のような配慮の必要性を説き，そうした危険性を防止し

ようとする。すなわち，個人の観念だけが社会科学の事

実であるといっても，このことからすぐさま〆個人の観

念ならそのすべてがこうした事実となりうる資格をもっ

ていると早合点してはならないということ。この点を明

確に見きわめておく必要性である。なぜなら，観念とい

う言葉は，観察者が問題にしようとしている対象（行為

者）の構成要素として働いている観念，つまり，対象の

一部としての観念ideasaspartoftheirobjectと，

行為者が対象について想定しているだけの観念ideas

aboutthatobjectこの二つの現れ方をもっているから

いうように徴妙に変化している点にも表われてい

る。制度主義的変貌の意味については，Joseph

Agassi，“Methodologicallndividualism,,，The
BritishJournalofSociology，ｖｏＬｌｌ，Sep、１９６０

を参照して欲しい。なお，本稿では「心理学主義｣，

「状況の論理」などの問題は紙面の関係上すべて割

愛せざるをえなかった。

(20）方法論的個人主義論争の結論といえば，結励この
点がその結論であろう。StevenLukes，“Metho‐

dologicallndividualismReconsidered,,，British
JournalofSociology・vol、１９，１９６８，ppll9-129

などを参照せよ。

三Ｆ･ハイエクの主観的方法

統一科学連動の動向に象徴される今日の科学方法論研

究の趨勢に逆って，そこでの一般的合意からするときわ

めて特異な￣ある意味では古色蒼然とした－社会科

学の方法を提唱している学者の－人に経済学者のＦ・ハ

イエクがいる。かれが信奉する科学的方法とは，まず社

会現象の主観的性格を執勧に強調し，実証的な客観的手

法を社会現象に適用することを拒絶する，従来の歴史主

義や精神科学の伝統に固有な理解や内観法といった方法

見地に接近する一方，他方では歴史主義固有の全体性概

念を徹底して排除し，個人の意識的行為を社会認識の出

発点とする個人主義の原則を踏えており,その意味では，

ウェーベーの理解社会学の見地にも－見似かよった方法

である．

Ｋ･ポパーが歴史主義の諸教義を鋭く論破したのと軌

を￣にして，ハイニクもまた自己の攻撃ロ標を社会学の

創始者たちの所論に典型視され，ポパーのいう「雌史主

義」の自然主義的主張にほぼ重なり合う「科学主義」sci‐

entismに射程する。それは，自己の認識の妥当性を左

右する方法や用語を自然科学等他の科学から機械的習性

のごとく無批判に，いわば奴隷のように模倣しようとす

る偏見にとらわれた思考態度の総称に他ならない。そし

て，ハイニクの考えでは，認識対･象の相違に当然拘束さ

れるべき方法上の区別をまったく無視し，もともと分析

的な自然科学での承妥当する客観主義と方法論的集合主

義を，綜合的であるべき社会科学の領域にまで無前提に

導入しようとした科学主義の誤謬も，結局のところは，

そうした方法や用語の奴隷的模倣に起因する当然の結果

と断定されるのである。社会科学に流布しているかかる

科学主義の誤謬を糾弾し，社会科学本来の適正な方法が

主観主義に立脚した方法論的個人主義であると論証する

こと，これこそかれが意図した方法論的課題であった。

以下，その骨子を一瞥しよう。
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との不毛を指摘したＭ、プロドベクの批判('0)や，さら

にその主観主義の強捌の背面には，「『精神』という言葉

の心理学的意味と現象学的意味の混精，つまり，思考や

経験の客観的，社会文化的な内容が，もっぱら経験する

個人の主観的観点からだけ扱われている('1)」というＬ・

ゴールドシュタインの批判，これらもまた的確な批判と

解すべきであろう。ただ，もちろんこうした批判のもつ

意味を軽視するわけではないが，ここでは先に述べた問

題意識に立ち帰り，ハイエクが社会科学を自然科学から

隔てるその独自の方法と象なした内観的理解の論理的構

造に議論を集中させたい。以下，前述した発見の文脈と

正当化の文脈との原理的区分を前提として，いわゆる理

解一般が真の科学的方法とはなりえないと主張する自然

主義者の見解を検討するが，それは，ハイエク流の理解

の方法に固着しているその論理的限界を間接的に論証す

るというロ的をもかねることになる。

（１）FriedrichA・IIayek,TheCounter-Revo]ution

ofScience，1952,ｐ,２７．

（２）ｉbid.,ｐ３６．

（３）ｉbid.,ｐ、３３．

（４）主観主義と客観主義の差異は、ハイニクの見解に

おいては，認識対象を定義，記述，説明する際にメン

タルなカテゴリーを必要としているのか，そうでな

いの力に関する区別ときれる。（ibid.，ｐ､２４）「我々
がある行為をそれに対する人間の態度という観点か

ら定義すれば，当然その定義はそうした対象につい

ての個人の態度の言明となる｣。（ibid.,ｐ､３２.）ただ，

社会科学における

である(5)。したがって，社会科学者には，行為者によっ

て内面化され，かれの行為を動機づけることで社会現象

の原因となる資格をもつ観念と。行為者が自己の行為の

対象，ことに様含な制度的対象lこ対して想定しているだ

けの，その意味で社会現象の作用因とはなりえない観

念，この両者を注意深く識別するだけの配慮が要求され

る｡社会科学者が自己の事実と認定すべきは,もちろん前

者の観念であり。後者の観念はたんなる抽象物popular

abstractionsや非現実的な一時的理論provisionaltheo・

riesでしかないような，ともかくそうした偽似実体にす

ぎないのである。そして，ハイエクによれば，「社会科

学者がこうした偽似実体を『事実」として論じることを

止め，行為者が自己の行為を理念化して得た結果からで

はなく，行為者の行為を導いている諸概念から体系的に

出発すること(6)｣，このような姿勢こそが，社会科学独

自の主観主義に立脚した方法論的個人主義の原理とされ

るのである(7)。

こうした考え方とは正反対に，客観主義と方法的集合

主義を拠りどころとする科学主義は，さきの偽似実体的

観念を事実と誤認し，とりわけ集合体的なそうした実体

を客観的に直接観察可能な所与の全体と象なすような誤

りを犯している。たとえば，Ａ、コントの有名な言質，

｢対象の全体はその構成諸部分よりもはるかに明快に理

解でき，また即座に解明可能である」という言葉は，そ

うした誤謬を端的に物語る具体的表明である(8)。そうで

はなく，社会科学者は直接身近かに観察でき，錯綜した

社会現象を構成する要素が，行為者の観念や概念である

ということをまず自覚しなければならない。なぜなら，

『社会』『経済システム』『資本主義』など錯綜した社会的

全体は，特定の客観的所与として成立しているわけでは

断じてなく，その複合的全体の構成部分である個人の主

観的な観念や概念を基礎として，辛抱強く，構成的方法

compositivemethodにおいて得られる他はないからで

ある(9)。ハイエクは以上のように自己の立場を主張し，

かつ確信する。

もちろん，今日では明白であるように，かれが主張す

るこうした社会科学的方法の定式化は，その考え方の根

本や議論の進め方のなかにいくつかの児過しえない通〔大

な誤りが内在しており，幾多の批判を仔細に検討せずと

も，このことはまず疑いの余地がないように思われる。

たとえば，その一端として，自然科学と社会科学の相違

をそれぞれ分析的科学と綜合的科学という形に断定して

かかるがごとぎ謬見はいうに及ばず，社会科学を行為者

個人の主観的な意見や態度などだけに極限してしまうこ

ら定義すれば，当然その定義はそうした対象につい

ての個人の態度の言明となる｣。（ibid.,ｐ､３２.）ただ，

このような対象の方法規定性を確信したハイニクに

は，つぎのような批判が当然向けられるであろう。

「もしかりに，『社会科学』はただ主観的現象だけを

扱うものであるというハイニクの見解に同意した

にしても，このことは社会科学の主観性をなんら証

明するものではない。その認識対象が主観的である

がゆえに社会科学は主観的であるとされるなら，同

じ論法によって，鳥類学はbird-likeな科学，考古

学はarchaicな科学とならざるをえなくなってしま

う．このことから明らかにされることは，粘々，こ

うした社会科学の成果resultsは他の諸科学の成果

とは識別されうる，というだけでのことであり，

そのこと自体は社会科学のユニークな性格となるわ

けではけっしてない｡」Ｒ・Rudner，“Phi]osophy

andSocialScience,，，PhilosophyofScience，vol、

２１，April，19540ｐ、１６５．

（５）EHayek,ibid.,ｐ,３６．

（６）ｉbid,ｐ、３８．

（７）こうした主観主義を前提とするハイニクの方法論

的個人主義の原理と，主観主義（直観主義）を排し

あくまで客観的な科学的説明の立場を貫くＫ､ポパ

ーのそれとの間には，明確な相違が生じている。た

とえば「国家や社会集団といった集合体の『行動』
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や『行為』は個体的人間の行動や行為へと還元され

ねばならない」（KarlPopper,OpenSocietyand

ltsEnemies,1957,ＶＯＬ２，Ｐ９８）というポペーの

言明と，「我々にとって身近かな既知の要素であり，

それらの組合わせによって我とが個人的行為の結果

所産である複合的現象を再現しようとするのは諸個

人の態度である」(F・Hayek,ibid.,ｐ３８）というハ

イニクの言明，この両者に着目すれば，一見したと

ころなんの変哲もないように見えるが，この原理に

付与している推論上の方向が二人の間で明らかに異

なっていることが容易に看破できる「つまり，端

的にいえば，両者とも一応社会の構成要素である個

人の優位を原則的に認める姿勢を基本としながら

も，この部分的認識の優位が方法的に自覚される推

論上の役割はまったく正反対なのであり，ポパーの

原理が集合体的現象を全体から部分へという分析的

方法で考察しようとするのに対し，ハイエクの原理

は部分から全体へという綜合的方法で捉えようとし

ているのである。

Ｋ､Ｊスコットの指摘によると，こうした相違は

｢ハイエクの原理では,我だの探究がどのように出発

すべきかという点が問題とされ,ポペーの場合は，ど

のように完了すべきかが問題となっている」（KJ

Scott，‘`MethodologicalandEpistemologicａｌｌｎ･

dividualism,”BritishJournalforthePhilosophy

ofScience，ＶＯＬ11,1960-1,ｐ､331）という根本

的な相違に由来するものとされる。前者が個人か

ら出発すべきだと主張するのに対し，後者は個人に

おいて完了すべきだと主張しているのであり，この

ことは，ハイエクの原理が，事実をどのように観察
●●●●'

して理論構成するのかといった設問を扱うのlこ対
●●

し，ポパーの原理は理論や仮説の検証という設'13を

想定しているということに他ならない。「仮説演縄

的方法」の普遍性を確信するポパーにとっては，「ま

ずどのようにして理論を見い出したのかという設問

は，いわばまったくの私事に属するのであり，それ

に対して，どのように理論を検証したのかという設

問のみが科学に関連するのである｡」（KarlPopper，

PovertyofHistoricism，1960,Ｐ135．邦訳カー

ル．ポパー「歴史主義の貧因」２０４頁）したがって，

結論的に言いうることは，ハイニクの原理がさきの

発見の文脈の諸問題に関する原理であるのとは対照

的に，ポパーのそれは，正当化の文脈の諸問題に関

する原理であるということ，これであるｎ

Ｈ・Hayek，ibid，ｐ、５２．

け極限し炉観察者に本来必要視され，比較という視

野を提供する“superiorknowledge”の必要性を

も拒絶するハイエクの社会科学の方法には異議が唱

えられてしかるべきである｡Ｍ,プロドペックは,「人

間が自分にできると想定していること」と，そうし

た行為を現実に行なう際「状況が許容するであろう

こと」この両者間の懸隔を社会科学の正当なる研究

対象に入れなければ現実の個人の行動の解明さえ，

一面的たらざるをえなくなる，とこのように批判す

るのであるが、こうした指摘は,方法論的個人主義に

否定的評価を下す論者に共通する批判である。M

Brodbeck，‘`OnthePhilosophyofSocialSci‐

ence,”ｏｐ・Cit,，ｐ143．

(11）Ｌ､Goldstein,“ThelnadequacyofthePrinciple

ofMethodologicallndividualism,，，TheJournal

ofPhilosophy，ｖｏＬ５３，Dec、1956,ｐｐ、801-2.

四理解の論理構造とその経験科学的意義

理解ないし内観的理解という主張の方法論上の制約に

関して，自然主義者の側の解溶を代弁する形で，その論

理構造に明蜥な分析のメスを入れたのはＴ,アベールで

あった(1)。理解の方法一般を否定的に評価する論拠は，

大筋においてかれの見解と大差ないように考えられるか

ら，既述の論点と若干重複するであろうが最後にかれの

見解を紹介し，いくつか問題点を整理しておこう。

アペールによると，理解という操作過程は，一般に，

観察した人間有機体の外面的な動作を観察者がまず内面

的に把握することinternalization，およびその内面化

した状態に観察者が確認している直接個人的な行動格率

behaviormaximを適用すること，この二つの心理的

操作によって成立する過程である。より具体的にいう

と，我点がある人間の行動を理解するということは，あ

る特定の状況において行為者の行動を触発したと覚しき

刺激およびそれに対する行為者の反応を観察者が内面化

し，そうした刺激-反応間の関係を妥当ならしめるよう

な観察者個人の主観的な経験的一般化，つまり，観察者

が同じような状況にあったらどのように行動するか，ま

たその行動にどのような意味を付与していたであろうか

などといった，そうした行動の格率をそこに適用するこ

とに他ならず，かかる操作を通じて観察者はこの刺激一

反応の関係を有意味的であると理解するのである(2)。

このように定式化される理解に対して，アペールは以

下の諸点からそれを反駁する(3)。まず，観察者が刺激を

内面化するといってもその実質は，当面する状況や出来

事を範嶬化し，そうした範畷にの系適合化しうるなかば

盗意的な個人的経験を呼び起こし，かつそれらを記述し

（８）Ｈ､Hayek,ibid,ｐ５２．

（９）ｉbid”ｐ､37-38,53-63などを参照せよ。

(10）ハイエクの言う社会科学とは，かれ自身がことわ

っているように,かつての精神科学やＪ､ｓ・ミルの道

徳科学と対象領域を等しくするものである。（ibid，

）ｐ２０９の註）したがって,今日いう生態学や人口誌
■●●

学など客観的社会，科学（社会の自然科学）のW｢究対

一象は，すべて捨象されてしまう。しかし，このよう

に，社会科学の対象を個人の主観的な意見や態度だ



社会科学における

ようとする観察者個人の能力や想像力の質と量に帰して

しまわざるをえない。また，反応の内而化という操作も

それと同様に，観察者が現実の行為者と同じ行動の結果

(反応)を自分が起こしうると一見想定しえたにせよ，そ

こには結局のところ，観察者自身が以前に行動した際そ

こでかれが個人的に獲得しえただけの動機や感情が援用

されているにすぎない。そしてさらに行動格率という媒

介物に関しても，なるほどそれはある極の感情連関一

たとえば，「かれはわたしを誹誇するから，わたしはか

れを憎む」といった類の連関一を定式化することで観

察した事実を解釈する場合の一つの基礎を提供するもの

であるが，こうした行動格率それ自体は現実行動の現実

的説明に転化するものではない。

以上のことを一口で述べれば，結局，理解という観察

者の操作過程には，行為者の感情的，心理的な動機と観

察されたその外面的行動の間の推論上の妥当性を科学的

に立証するだけの方法上の契機，方策がまったく欠落し

ているということである。したがって，観察者個人の主

観的経験のなかにその妥当性が解消されてしまうような

知識を前提とする理解の方法は，我々の経験的知識を増

殖するものではなく，行為連関の蓋然的な知識はあくま

で客観的に統制可能な実験的かつ統計的なテストによっ

て獲得され，かつ検証される他はない。このようにアペ

ールは結論する(4)。

こうしたアペールの指摘は，ハイニク流の内観的理解

のもつ論理的誤解を的確に突いているように考えられる

し，また理解は真の科学的方法たりうるだけの要件を備

えていない，つまり，もともと正当化の文脈で問われる

べき筋合いの問題ではないのだという自然主義的な説明

の立場を容認する者の論拠をも言い当てているように考

えられる。その意味では本稿もまた以上の見解を原則的

に認めねばなるまい。

しかしだからといって，このことがすぐさま客観的説

明の万能主義を招来するものでもないだろう。なぜな

ら，Ｗ・ランシマンも指摘するように，「一群の社会的

行為を，それが行為者にとって何を意味するかの知識を

持たないで，説明が完了したというならば，それは明ら

かに馬鹿げたことだ(5)」からである。したがって，性急

さを臆せずにいえば,むしろ経験科学者に必要なことは，

正当化の文脈と発見の文脈，ないし本稿の設定では説明

の立場と理解の立場，この両者の原理的区分を一応U]確

に自覚しながらも，それらをまったく別様な対立的概念

と切り離して考えるのではなく，互いに他を必要とする

といった両者の相互浸透的ないわば循還的な連繋を方法

｢説明」と「理解」３９

的に配慮しておく姿勢ではないだろうか。そこでの説明

は，人|川の問主iijllll勺な日常経験に根差した理解の過程を

前提とし，また理解は，つねに客観的な説明によって経

験に裏づけられねばならない。それゆえ，行動主義流の

説明に終始する説明の立場も，また内観主義流の理解に

終始する理解の立場も，ともに適切な社会学的説明の方

法的定位をもたらすものではないのである。

結論的にいえば，以上のことはなにも奇をてらった目

新しい主張なのではない。というのは，それがＭ・ウェ

ーバーの理解社会学の方法的成立を左右する一つのモニ

ュメントであったということはまず疑う余地がないよう

に思われるからである。そこで最後に，すでにウェーバ

ーがはっきりと自覚していたと思われるここでの方法論

的帰結を簡単に論じ，本稿の結びの言葉としておきた

いｃ

いうまでもなく，ウェーバーが理解という方法に托し

た問題意識は，集合的用語の形而上学的解釈を極力回避

することから，自己の行為に主観的な意味を付与しうる

価値一｢Ｉ的一手段の統一主体としての個人だけが社会学

の正当なる分析タームであるという周到な方法論的個人

主義,(のおよびこの見地に立って，動機理解として説明，

つまり現実的に理解される行為がその主観的に思念され

た意味からみてどのような意味連関に属しているのかと

いう，そうした意味連関把握としての「説明的理解」er-

kltirendesVerstehenが，社会科学上の科学的説明たる

資格を完全に備えているという前提，この二つの理由に

求められよう｡(7)その際，なるほど理解という方策はま

ず人間の日常経験一すなわち日常心理学的なvulgiir‐

psychologisch-の世界にその基軸を見い出すが，け

っしてそれに止まるものではなく，かかるいわば前科学

的思惟に発する思考の方策は科学的方法の域にまで純化

されるものでなければならない。そして同時にまた説明

も，自然科学流のたんなる人間行動の外的な「観察的説

明」beobachtendeErklﾖrungに終始するものではな

く，絶えず行為者の内的な動機にまでさかのぼった有意

味的説明でなければならない。要するに，適切な社会学

的説明の条件とは，その被説明項がかならず理解という

方法を通して確定されていなければならないというこ

と,そして同時にこの理解の方法も,その操作過程が因果

的説明との対照によってつねに統制されていなければな

らないということ，こうした両者の相互依存の不可欠性

を説くことのなかにウェーバーは自己の理解という方法

の水準を確定しようとしたのである。現代の方法論科学

者から，かれこそIまさきの発見の文脈と正当化の文脈と
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の原理的区分をわきまえていた者と賞賛されている｡(8)

しかしながら，なおかつウェーバーはつぎのように力説

することも忘れてはいなかった｡｢もし社会学が反対する

ものがあるとしたら，それは『理解」と因果的『説明』が

互いに何らの関係ももっていないという前提である｡(9)」

ともあれ，本稿の論述はこうしたウェーバーの方法意

識の周辺を明らかにすることでもあったわけで，それが

多少なりとも明らかになったとすれば，一応本稿の目的

は達せられたことになる。

い行動につきまとうある種の不安を除去し，仮説を

定式する際の『予感』hunchesの源泉となり，仮

説定式上の一つの助けとして働く」（ibid.,ｐ､218）

とされるように，理解はいわば発見の文脈において

その有効性を発揮するし，社会科学者の実質的関心

としてその索出的価値を有するのである、

（５）WGRunciman,SocialScienceandPolitical

Theory，1969．ｐｐ、１１～２，邦訳、Ｗ．Ｇ．ラソシマン

「社会科学と政治理論」２２頁，かれはつぎのように

も言っている。「私の言わんとするところは，ポパー

が直観主義に対するかれの見解のゆえに，『理解』が

社会学的説明にとって明白な必要条件であるという

ことの理由を見落しているということだ。問題点

は，どのような種類の社会学者であれ，ポパーが科

学に対して許容している意味Ｉこの糸おける科学の目

標を達成しえないでいるというところにあるのでは

ない｡むしろポパーの科学観に立つ科学が,そのまま

彼等の目標を表現し尽くすことができない，という

ところにあるのである｡」（ibid.，ｐ､14,邦訳26頁)，

また，Ａ・シュッツは理解を（－）人間醐象に関する

常識的知識の経験に基づく形式としての理解。（二）

認識論的問題としての理解，（三）社会科学独自の

方法としての理解，これらをIまつギリ区別し，ウェ

ーバーの理解を（－）のレベルにおいて裏づけよう

とする。こうした日常生活における常識的思考とし

ての理解の科学的認識への不可欠性を説く立場もか

かる傾向の一環と解したし。Ａ・Schutz,“Concept

andTheoryFormationintheSocialSciences，，

ｏＰｃｉｔ.，ｐｐ、２４０．

（６）ウェーバーを方法論的個人主義者と呼ぶことが許

されるとしたら，そこでのかれの中心的主張は，す

ぺての社会現象を，ある所与の条件の下ではある種

の行為が生起するであろうといったチャンスの概念

において定義した点にある。すぺての集合的用語

は,一定の行為が反復されるであろうといった,たん

なるチャンスの可能性を際立てるにすぎない。こう

したウェーバーの個人主義の方法は，さきのヘイニ

クや－部の形式社会学に承られる，社会形態や社会

榊造を結局諸個人の糀神に内在する観念Vorstell‐

udgenに解消してしまうある種の極端な唯名論的

陥穿に陥ることなく，方法論的個人主義のネガティ

ブな側面を周到に斥けていると考えられる。この点

については，Ｔ・Abel，SystematicSociologyin

Germany，1964,ｐ、１２２を参照せよ。

（７）WGRunciman，ACritiqueofMaXWeber，s

PhilosophyofSocialScience，1972,ｐ､２５を参照。

（８）WbrterbuchderSoziologiaHerausgebenvon
DrWilhelmBernsdorf、1971,ｓ、1239～４１の

“Verstehen,，項目におけるＨ、A1bertの意見。

（９）MaxWeber,GesammelteAufsiitzezurWis‐

senschaftslehre，３．Auilage，1968,ｓ４３６，邦訳，

マックス・ウエーペー「理解社会学のカテゴリー」

２８瓦。

（１）TheodoreAbel,“TheOperationcalledVer‐

stehen,'，AmericanJournalofSociology，1948,

vol、５４，ｐｐ、211-218.

（２）アペールはこのような理解の過程をつぎのような

具体例を用いて分析している。以下煩璃をいとわず

紹介しておこう。「寒緩計が零度近くを指している

ある日，机に向かって仕事をしていた隣りの家の男

が立ちあがり，物置きにゆき，そこで薪を切って室

に持ちかえり，それを暖炉に〈ぺて火をつけ，やが

て机にもどりまた仕事をし始めた」という観察にも

とづき，そこから「隣りの家の男は仕事中に寒気を

感じたので身体を暖めようとして火を起こした」と

いう結論を導いたとしよう。この際，ここでの理解

という操作は，二組の観察1「実，つまり，「薪を切

る」「火をつける」といった一連の身体の運!|iUの観

察と，零度近くを指している寒暖計があるとjlj:実の

観察，この二つの観察Ｔｌ『実を「寒い天候が火を起こ

すという反応の刺激として働いた」という結論へ結

びつける行為に他ならない。

この操作過程はさらに以下のような三つの言明と

して定式化される。

１.低い温度（A）が体温を下げた（B）

２．熱がえられるのは（C）火を起こすことによっ

てである（D）

３．「寒気を感じた」人間（B')は「暖かさを求め」
ようとする（Ｏ）

そして理解はこの三つの言明をつぎのような形に結

びつける行為である。

Ａ－Ｂ、匙..Ｂ,＿ＣＬ..'.Ｃ￣Ｄ
すなわち，見るように，理解とは，本来別個である

ところの条件（Ａ－Ｂ）とその結果（C-D）とを一つ

の経過として系列化し，ＢとＣをある人IHI有機体

の態iioj状態feeling-states，つまりここではＢと

Ｃへ鱸換translatingさせることで，（C-D）を
（A-B）の結果であると推論する,このような過程

である。ｉbid,ｐｐ、212-214.

（３）ｉbid.,pp214-216．

（４）もっとも，理解ということが社会科学になんの意

義をももたないというのではない。きわめて制約さ

れた役削であるが，それは「見慣れない，予期しな


